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わが国においては、これまで、「自転車道の整備等に関する法律」（昭和 45 年法律第 16

号）や「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」（昭

和 55 年法律第 87 号）に基づき、大規模自転車道の整備、交通事故対策、放置自転車対策

等を推進してきました。このような中、自転車の活用による環境負荷の低減、災害時におけ

る交通機能の維持、国民の健康増進等を図ることなど新たな課題に対応するため、交通の安

全の確保を図りつつ、自転車の利用を増進し、交通における自動車への依存の程度を低減す

ることによって、公共の利益の増進に資すること等を基本理念とする「自転車活用推進法」

（平成 28 年法律第 113 号）（以下「法」といいます。）が平成 29（2017）年 5 月 1 日に施

行されました。 

その後、法第 9 条に基づき、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るための基本計画である「自転車活用推進計画」（以下「国の推進計画」といいます。）

が、平成 30（2018）年 6 月 8 日に閣議決定され、また、法第 10 条及び 11 条において、

都道府県は国の推進計画を勘案し、市町村は国及び都道府県の推進計画を勘案し、それぞれ

の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画を定めるよう努めな

ければならない旨が記されました。 

広島県においては、国の推進計画策定を契機として、走行環境を整えるまちづくり、スポ

ーツと健康の増進における自転車活用、サイクルツーリズムの推進及び自転車の交通安全等

について、県の関係計画を基に総合的に推進し、豊かで活力ある地域づくりに向けて取り組

む「広島県自転車活用推進計画」（以下「県の推進計画」といいます。）を平成 31（2019）年３

月に策定しており、その後、令和３（2021）年５月に閣議決定された国の推進計画である「第

２次自転車活用推進計画」を受け、令和４（2022）年 12 月に「第２次広島県自転車活用推

進計画」として改定しています。 

自転車の運転や安全に関する法律も改正される等、自転車を取巻く状況も変化していま

す。平成 27（2015）年６月１日には道路交通法の改正により、一定の危険な違反行為に対

して３年以内に２回以上摘発された 14 歳以上の自転車運転者は、自転車運転者講習が義

務付けられ、令和２（2020）年６月 30 日には、あおり運転（妨害運転）が危険な違反行為と

して規定されています。加えて、令和５（2023）年４月１日には、自転車用ヘルメットの着用

が努力義務化され、令和６（2024）年 11 月１日には「運転中のながらスマホ」が罰則強化、

「酒気帯び運転」が新たに罰則対象となりました。また広島県内では、「広島県自転車の活用

の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例」が令和５（2023）年４月１日に施行さ

れ、自転車保険の加入義務が始まったところです。その他にも、令和令和 5 年（2023 年）7

月 1 日から、一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義さ

れ、16 歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになりました。 

このような背景を踏まえ、自転車を安全・安心・快適に利用できる環境にやさしいまちづく

りや、サイクルスポーツを通じた健康づくり、サイクルツーリズムによる魅力ある地域づくり、

自転車事故のない安全・安心な暮らしづくりを目標とし、本市の実情に応じて、本計画を策定

しました。 



第Ⅰ章 計画策定の趣旨 
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本計画の構成 

第Ⅰ章：本計画の構成 

計画期間 対象地域 趣旨 

第Ⅱ章：計画の位置づけの整理 

上位計画との関連性 計画の位置づけ 

第Ⅲ章：自転車を取り巻く現状と課題 

第Ⅳ章：基本目標 

第Ⅵ章：自転車ネットワーク計画 

第Ⅴ章：実施施策 

第Ⅶ章：計画の進行管理 

自転車ネットワーク計画 目的 

整備優先度の選定 整備形態の選定 

本計画は、下記の章で構成されます。 

 

 

 
1.  

 

 

 

 

 

 

１ まちづくり 2 スポーツ・健康 3 観光 4 安全・安心 

基本目標Ⅰ  自転車を快適に利用できる、環境にやさしいまちづくり 

実施施策１ 自転車通行空間の計画的な整備推進 

実施施策２ 自転車の利用による環境負荷の低減 

実施施策３ 違法駐輪取締りの推進 

実施施策４ 地域のニーズに応じた駐輪場の管理 

実施施策５ まちづくりと連携した総合的な取組の実施 

基本目標Ⅱ サイクルスポーツを通じた健康で活力ある長寿社会づくり 

実施施策１ サイクルスポーツ振興の推進 

実施施策２ 健康づくり啓発 

基本目標Ⅳ 自転車事故のない安全・安心なまちづくり 

実施施策１ 自転車の安全利用の推進 

実施施策２ 自転車の点検整備の促進 

実施施策３ 通学路の安全性向上 

実施施策４ 自転車通行空間の計画的な整備推進 

実施施策５ 自転車損害賠償保険等への加入促進 

基本目標Ⅲ サイクルツーリズムの推進による魅力的な地域づくり 

実施施策１ サイクリングロードの整備・活用 

実施施策２ 受け入れ体制の充実 

 

計画の進行管理・評価、見直し 基本目標ごとの目標指標 

【目標の設定】 

 

基本目標Ⅰ   自転車を快適に利用できる、環境にやさしいまちづくり 

基本目標Ⅱ サイクルスポーツを通じた健康で活力ある長寿社会づくり 

基本目標Ⅲ サイクルツーリズムの推進による魅力的な地域づくり 

基本目標Ⅳ 自転車事故のない安全・安心なまちづくり 

目指す姿 

【基本理念】安全で快適な自転車利用環境の創出による、環境にやさしく健康で魅力的な地域づくり 
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第Ⅰ章 計画策定の趣旨 

 

1 趣旨 

 

本計画は、「第 2 次自転車活用推進計画」、「第 2 次広島県自転車活用推進計画」のほか、

「三原市長期総合計画」をはじめとした関連計画を踏まえたうえで、本市の実情に応じた自転

車の活用の推進に関する施策を定めるものです。 

また、本計画内において、安全で快適な自転車利用環境創出を目的とする「自転車ネットワ

ーク計画」を位置付けることとします。 

2 対象地域 

本計画では、三原市全域を対象とします。 

3 計画期間 

計画期間は、自転車が安全で快適に通行できる空間の整備、交通安全の確保等の課

題について継続的に取り組む必要性があることや、上位計画である三原市長期総合計

画の計画期間を踏まえ、令和７(2025)年度から令和 16(2034)年度までの 10 年間

とします。 

第Ⅰ章 計画策定の趣旨 
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第Ⅱ章 計画の位置づけの整理 

 

 計画の位置付け 

本計画は、「第 2 次広島県自転車活用推進計画」を勘案し、自転車の活用を市全体で総合

的に推進するための計画を策定するものです。 

 

2 上位計画・関連計画 

 

計画の策定に当たっては、上位計画・関連計画との整合・連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ章 計画の位置付けの整理 

施策方針

の整合 

三原市の関連計画・関連施策 

各施策と

連携 

三原市都市計画マスタープラン 

三原内港再生基本計画 

第 2 期三原市中心市街地活性化基本計画 

第 2 期三原市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

第 2 次三原市環境基本計画 

三原市地域公共交通網形成計画 

三原市観光ビジョン 

三原市スポーツ推進計画 

など 

第 2 次自転車活用推進計画 

第 2 次広島県自転車活用推進計画 

三原市長期総合計画 

三原市自転車活用推進計画 

国・県の上位計画 

三原市の上位計画 

三原市地球温暖化対策実行計画 

三原市交通安全確認マップ 

第 2 期 健康・食育みはらプラン 
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第Ⅱ章 計画の位置づけの整理 

2－1 第 2 次自転車活用推進計画 

資料名称 第 2 次自転車活用推進計画 

発行主体 国土交通省 策定時期 令和 3(2021)年 5 月 

基本理念 持続可能な社会の実現に向けた自転車の活用の推進を一層図る 

目指す姿 ①都市環境 

②国民の健康増進 

③観光地域づくり 

④安全・安心 

自転車活用推

進計画に関連

する施策等 

①自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成 

②サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現 

③サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現 

④自転車事故のない安全で安心な社会の実現 
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第Ⅱ章 計画の位置づけの整理 

2－2 第 2 次広島県自転車活用推進計画 

資料名称 第 2 次広島県自転車活用推進計画 

発行主体 広島県 策定時期 令和 4(2022)年 12 月 

基本理念 安全で快適な自転車利用環境の創出による豊かな県民生活の実現及び

活力のある地域づくり 

目指す姿 ①安全で快適な自転車利用環境の整備が進み、自転車を無理なく安全に

利用できる環境が創出され、低炭素化や道路交通の円滑化等、良好な地

域環境の形成が進展しています。 

②身近な自転車の利用の促進により、県民が健康で活力ある生活を満喫

し、快適な地域環境の形成が進展しています。 

③サイクリストが快適かつ安心してサイクリングを楽しめるようハード・ソ

フト両面から環境整備を図るとともに、効果的なプロモーションに取り組

むことで国内外から何度でも訪れたくなる魅力的なサイクリングエリアと

なっています。 

④「交通事故のない日本一安全で安心な広島県」の実現を目指して、交通

安全の取組が進展しています。 

自転車活用推

進計画に関連

する施策等 

○自転車を安全に利用できる人・環境にやさしいまちづくり 

○サイクルスポーツを通じた健康で活力ある社会づくり 

○サイクルツーリズムの推進による観光立県の実現 

○自転車事故のない安心な暮らしづくり 
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第Ⅱ章 計画の位置づけの整理 

2－3  三原市長期総合計画 

資料名称 三原市長期総合計画 

発行主体 三原市 策定時期 令和 7(2025)年 3 月 

キャッチ 

フレーズ 

すごいぞ三原！！  

～ 幸せのまちづくり大作戦 ～ 

基本目標 ①ともに支え合い、ともに認め合えるまち 

②三原で生まれ、育ち、学んで良かったと思えるまち 

③社会に調和し、安全・安心・快適に暮らせるまち 

④多彩な産業が活力を生むまち 

⑤「三原らしさ」を存分に活かし、人々が交流するまち 

自転車活用推

進計画に関連

する施策等 

○歩行者・自転車・自動車が安全・安心で快適に通行できる道路環境整備 

○商業地としての魅力を高め、中心市街地の集客力と回遊性の向上 
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第Ⅱ章 計画の位置づけの整理 

2－4  三原市都市計画マスタープラン 

資料名称 三原市都市計画マスタープラン 

発行主体 三原市 策定時期 平成 31(2019)年３月 

目指すべき 

都市像 

安全・安心・快適、そして元気に住み続けられるまちづくり 

都市づくりの

方向性 

①：「元気」なまちづくり 

②：「安心・安全」なまちづくり 

③：「快適」なまちづくり 

自転車活用推

進計画に関連

する施策等 

○道路・歩行者空間のバリアフリー化 

○公共交通の整備方針 

○中心市街地の整備方針 

○中心市街地におけるにぎわいの創出 

○誰もが安全・安心して移動できる環境づくり 

○住環境を支える交通施設の整備 
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第Ⅱ章 計画の位置づけの整理 

 

 

 

 

 

○各地域のまちづくり方針 

・三原中央地域 
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第Ⅱ章 計画の位置づけの整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・三原南部地域 
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第Ⅱ章 計画の位置づけの整理 

 

 

 

・本郷地域 

 

 

 

・久井地域 

 

 

 

・大和地域 
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第Ⅱ章 計画の位置づけの整理 

2－5  第 2 期三原市中心市街地活性化基本計画 

資料名称 第 2 期三原市中心市街地活性化基本計画 

発行主体 三原市 策定時期 令和５(2023)年４月 

基本的方向性 ～魅力のあるまちが繋がり、活力のある、人にやさしいまち～ 

目標 ①賑わいの創出 

②商業の活性化 

③まちなか居住の推進 

自転車活用推

進計画に関連

する施策等 

○レンタサイクル活用事業 

○三原駅自転車駐車場修繕事業 
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第Ⅱ章 計画の位置づけの整理 
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第Ⅱ章 計画の位置づけの整理 

2－6  三原市観光ビジョン 

資料名称 三原市観光ビジョン 

発行主体 三原市 策定時期 令和 6 年(2024)年３月 

将来像 瀬戸内の食や自然、祭りや歴史文化など、「三原ならでは」の魅力を 

体感した方が、三原を好きになり、また訪れたくなる観光地をめざします 

基本戦略 ①観光コンテンツの更なる充実 

②観光推進体制の役割分担・人材育成・活用と観光 DX の推進 

③戦略的情報発信 

④外国人観光客の受入環境整備 

自転車活用推

進計画に関連

する施策等 

○観光客に優しい受入体制（おもてなし・環境）の充実 

○ターゲットに応じた情報発信 

○広域連携によるプロモーション強化 

○観光情報の多言語化・情報通信環境の充実 
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第Ⅱ章 計画の位置づけの整理 

2－7  第 2 次三原市環境基本計画改定版 

資料名称 第 2 次三原市環境基本計画改定版 

発行主体 三原市 策定時期 令和 4(2022)年３月 

望ましい 

環境像 

一人ひとりが輝く 環境共生都市 みはら 

～みんなの協働により 自然と共生する快適で安全なまちを次世代へ～ 

環境目標 ①誇るべき豊かな自然と共生するまちづくり 

②地球環境に配慮した脱炭素型のまちづくり 

③限りある資源を大切にする循環型のまちづくり 

④快適でうるおいのある安全・安心なまちづくり 

⑤オール三原で環境保全活動に取り組むまちづくり 

自転車活用推

進計画に関連

する施策等 

○省エネルギー型ライフスタイル・ビジネススタイルの定着促進 

○人と環境にやさしい交通体系の構築 
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第Ⅱ章 計画の位置づけの整理 

2－8  三原市スポーツ推進計画 

資料名称 三原市スポーツ推進計画 

発行主体 三原市 策定時期 平成 29(2017)年３月 

基本理念 身近で多様なスポーツ活動を通じ 

心身ともに健やかで活力に満ちたまちづくり 

基本方針 ①ライフステージに応じたスポーツの推進 

②競技スポーツの推進と活動支援 

③スポーツ環境の整備・地域の活性化 

自転車活用推

進計画に関連

する施策等 

○スポーツ活動を始める・継続できる環境づくり 

○誰もがスポーツ活動に親しむことができる環境づくり 

○スポーツによる地域活性化 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

 

 

本章では、自転車の活用を総合的に推進するために、「まちづくり」、「健康・スポーツ」、「観光」、「安

全・安心」の4 分野について、本市における自転車を取り巻く現状及び課題を整理しました。なお、現

状について本市が把握していない項目については、広島県などのデータを用いて整理しました。 

 １ まちづくり 

1－1 現状 

(1) 自然 

 

図表 三原市の概略図 

 

資料：デジタルマップみはら 

第Ⅲ章 自転車を取巻く現状と課題 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

(2) 人口推移 

 

図表 三原市各地域の人口推移(1980 年～2020 年) 

 
資料：国勢調査 

図表 三原市の年齢 3 区分別人口割合(1980 年～2020 年)

 
資料：国勢調査 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

(3) 人口分布 

 

図表 三原市およびその周辺部の人口分布 

 
資料：国勢調査 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

(4) 都市計画 

1) 都市計画区域 

 

 

図表 三原市の都市計画区域 

 

資料：国土数値情報 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

2) 立地適正化計画 

 

図表 三原市の都市計画区域 

 

資料：国土数値情報 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

3) 施設立地状況 

 

図表 三原市の公共・公益施設分布 

 

資料：国土数値情報 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

図表 三原市の教育施設分布 

 

資料：国土数値情報 

図表 三原市の主な商業施設分布 

 

資料：国土数値情報 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

（5）環境 

 

図表 三原市の部門・分野別のエネルギー起源 CO2 排出量の経年変化 

 

資料：環境省「自治体排出量カルテ」に基づき作成 

 

図表 人が 1km 移動した時の CO2 排出量単価 

 

 

本市の二酸化炭素（CO2）排出量は減少傾向にありますが、令和 12(2030)

年度までに温室効果ガス排出量を、平成 25(2013)年度比 50%削減し、令

和 32(2050)年度までに温室効果ガス排出量実質ゼロとすることを目標とし

ています。
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

 

図表 三原市の温室効果ガス削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：三原市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

（6）自転車・自動車利用状況 

 

図表 県内の交通手段分担率(県内各市別)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：R2 国勢調査 

自転車の主な利用目的は、「買い物」が最も多く（64.5％）、次いで「通勤」

（29.5％）、「通院」（21.7％）、「サイクリング・健康づくり」（21.1％）となってお

ります。

自転車を利用する主な理由は「手軽に使えるから」や「健康に良い、運動不足解

消」となっており、利用しない理由は「自転車に乗れない、持っていない」や「目

的地が遠いから」、「荷物が少ししか持てないから」などが挙げられています。
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

図表 自転車の利用目的 

 
資料：自転車の利用に関するアンケート(三原市) (R6) 

 

 

 

図表 自転車を利用する理由 

 

資料：自転車の利用に関するアンケート(三原市) (R6) 

 

 

  

N=514 

N=512 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

図表 自転車を利用しない理由 

 

資料：自転車の利用に関するアンケート(三原市) (R6) 

 

図表 力を入れてほしい自転車に関する施策 

 

資料：自転車の利用に関するアンケート(三原市) (R6) 

 

  

N=267 

N=762 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

（7）放置自転車の状況 

  

※放置自転車の一斉撤去は毎年 2 回程度実施             資料：三原市 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

1－2 課題 

三原市は、降水量が少なく温暖な瀬戸内海式気候に属し、三原・本郷地域にコンパクト

で平坦な市街地を形成していることから、自転車を利用しやすい環境にあるといえ、令和

2 年国勢調査における交通手段分担率も、自転車の分担率が県内で上位です。 

一方で、自家用車の分担率は約６割を占めており、依存傾向は高い状況です。深刻化す

る地球温暖化への対応という視点においても、温室効果ガスの排出量を抑制するため、環

境負荷の大きい自動車から、クリーンで機動力のある自転車への利用転換を図ることが

重要です。 

また、急速に少子高齢化が進行していることからも、次の世代を担う子どもたちの安全

や、高齢となり身体機能が低下したとしても快適に移動できる空間の整備が求められてい

ます。 

これらのことから、あらゆる世代で自転車・歩行者ともに安全・快適に利用できる環境

を創出する必要があります。 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

２ スポーツ・健康 

2－1 現状 

(1) スポーツ実施状況  

 

図表 三原市民の運動・スポーツ実施状況(年代別) 

 

資料：三原市「次期長期総合計画策定に向けた市民アンケート」 

 

図表 過去 1 年間に 1 回以上実施した運動・スポーツ種目 

 

資料：三原市「次期長期総合計画策定に向けた市民アンケート」 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

(2) 健康寿命 

 

図表 令和２年度健康寿命 

 
資料：「広島県健康づくり推進課長通知」の数値を基に作成 

※厚生労働省が算出している健康寿命の推計は都道府県単位であり、3 年に 1 回行われる全国的なアンケ

ート調査（国民生活基礎調査）によって得られたデータを使用している。一方で、各市町の健康寿命は、

国・県と同等のデータがないことから、広島県が示す計算式に基づき算出している。そのため、厚生労働

省が公表している健康寿命とは数値が異なる。 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

2－2 課題 

本市においては、運動頻度が週 1 回未満の人の割合が約６割となっており健康

寿命は広島県全体の数値を下回っている状況です。 

近年、健康志向の高まりにより積極的にスポーツや運動に取り組む人が増えて

きている一方で、仕事や家事などで忙しく時間がないことから運動不足となって

いる人も存在します。 

自転車は通勤・通学や買い物などの日常生活での移動に取り入れることが可能

で、運動のための新たな時間を確保する必要がなく、時間がない人にとっても、気

軽に運動する機会を増やすことができます。 

日常生活において自転車を利用することは、体力の向上、精神的ストレスの発

散、生活習慣病の予防など心身両面の健康保持増進に資するだけでなく、将来的

な医療費節減等の効果も期待できることから、自転車を身近な運動として楽しむ

ことができる環境を整備することが重要です。   
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

３ 観光 

３－1 現状 

(1) 観光施設分布 

 

 

 

図表 三原市の主な観光施設 

 

資料：三原市 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

(2) 三原市のサイクリングロード 

1) さざなみ海道 

 

図表 さざなみ海道サイクリングロード 

 

資料：広島県  

図表 さざなみ海道サイクリングロードの利用度・認知度 

 
資料：自転車の利用に関するアンケート(三原市) (R6) 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

2) やまなみフルーツライドコース 

 

図表 やまなみフルーツライドコース 

 

資料：広島県  

 

図表 やまなみフルーツライドコースの利用度・認知度 

資料：自転車の利用に関するアンケート(三原市) (R6) 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

3) みつぎダムクライムコース 

 

図表 みつぎダムクライムコース 

 

資料：広島県  

 

 

 

 

みつぎダムクライムコースとは、平成 27 年に選定された、やまなみ街道サイク

リングロードの周遊コースの 1 つで、三原市・尾道市山間部を周遊するルートで

す。御調ダム、野間川ダムの 2 つのダムを巡るコースで、休憩しながら起伏が激

しいコースを楽しむことができます

N=770 

図表 みつぎダムクライムコースの利用度・認知度 

資料︓⾃転⾞の利⽤に関するアンケート(三原市) (R6) 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

4) さぎしまサイクリングモデルコース 

 

図表 さぎしまサイクリングモデルコース 

 

資料：一般社団法人 三原観光協会 HP  

図表 さぎしまサイクリングモデルコースの利用度・認知度 

 
資料：自転車の利用に関するアンケート(三原市) (R6) 

 

さぎしまサイクリングとは、佐木島を一周するルートで、「一般社団法人 三原観

光協会」がモデルコースとして提案しているもので、さぎしまサイクリング周遊

時のおすすめスポットを記載しています。 

N=774 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

5) くいのまちサイクリングマップコース 

 

図表 くいのまちサイクリングマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：三原市  

図表 くいのまちサイクリングマップコースの利用度・認知度 

 
資料：自転車の利用に関するアンケート(三原市) (R6) 

12

2%

78

10%

679

88%

知っているし利用したことがある

知っているが利用したことはない

知らない

くいのまちサイクリングマップとは、自転車プロチームの協力のもと、サイクリン

グ初心者から上級者まで楽しめる久井地域のモデルコースを紹介しているもの

で、地域のおすすめスポットも掲載しています。 

N=769
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

(3) 三原市のサイクリングイベント 

図表 ファンライドみはら開催概要 

 

資料：三原市  

図表 フルーツライドみはら開催概要 

 

資料：三原市  
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

(4) 観光動態 

 

図表 観光客数推移 (備後地域市町別) 

 

資料：広島県観光協会 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

 

図表 三原市の来訪回数 

 

資料：「三原市の観光に関するアンケート調査」(2018 年 9 月) 

 

図表 三原市を再訪したくない理由 

 

資料：「三原市の観光に関するアンケート調査」(2018 年 9 月) 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

(5) レンタサイクル 

 

図表 市内レンタサイクル貸出場所 

うきしろロビー観光案内所レンタサイクル 

住所 広島県三原市城町 1-1-1 三原駅構内・うきしろロビー内 

備考 貸出台数 大人用：17 台 こども用：4 台 

さぎしまレンタサイクル 

住所 広島県三原市鷺浦町 

備考 「みなと茶屋」にてレンタル 

本郷町観光協会レンタサイクル 

住所 広島県三原市本郷南 5-26-11 

備考 予約制 

中央森林公園 

住所 広島県三原市本郷町上北方 1315 

備考 公園内のサイクリングロードでの利用に限る 

 

図表 うきしろロビー観光案内所レンタサイクル１年間貸出実績（R5.11～R6.10） 

 

資料：一般社団法人三原観光協会の実績データより作成 
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三原市内に設置されているレンタサイクルとしては、「うきしろロビー観光案内

所」、「さぎしまレンタサイクル」、「本郷町観光協会レンタサイクル」、「中央森林公

園サイクリング」の 4 箇所があります。 

うきしろロビー観光案内所レンタサイクルの実績としては、貸出時間 4 時間ま

での短時間貸出数が多く、近距離移動の需要が高いと想定されます。 



－44－ 

 

 

第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

3－2 課題 

三原市には、さざなみ海道サイクリングロードやさぎしまサイクリングといった、海岸沿

いで、瀬戸内海の多島美が楽しめる平坦なコースのほか、久井・大和地域のように山間部

と開けた地形が混在した起伏のあるコースもあり、サイクリング初心者から上級者まで楽

しめる自然環境が整っています。また、須波港からは世界的に有名な「しまなみ海道サイク

リングロード」へと接続する利便性の高い航路も有しています。 

市内を周遊するサイクリングイベントも定期的に実施されており、行政に限らず、様々な

事業者がサイクリングを活用し、市内の観光資源を周遊するサイクリングルートを推進して

います。 

一方で、上記サイクリングルートの知名度は高いとは言えず、自転車交通の誘導を図る

距離案内などの標識や路面標示といった整備が不十分な区間も散見されます。また、観光

客向けのアンケートでは、「魅力的なコンテンツがない」との回答が多く、本市の有する魅

力が十分に伝わっていないと言えます。 

そのため、距離案内などの標識や路面標示の整備、レンタサイクルなどといったハード

整備と合わせて、豊富な自然環境を活かしたサイクリングルートや各種イベントの情報発

信に努め、多面的なサイクリング受入環境の整備を進めていく必要があります。 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

４ 安全・安心 

4－1 現状 

(1) 交通事故発生状況 

1) 県内の交通事故発生状況 

 

 

図表 自転車関連事故年代別発生割合(広島県)  

 

資料：広島県警察「広島県の交通統計（自転車の交通事故発生状況）」 
 

 

  

年代別の自転車関連事故発生割合を見ると、過去 10 年間で、常に 20 代以下

約半数を占めており、若年層が当事者となる事故が多くなっています。 

全国・広島県の自転者車死傷事故件数はともに減少傾向ですが、全事故件数に

占める自転車関連事故件数の割合は増加傾向にあります。 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

図表 自転車関連事故発生状況(全国)  

 

資料：警察庁「令和５年中の交通事故の発生状況」 

 

 

 

図表 自転車関連事故発生状況(広島県)  

 

資料：広島県警察「広島県の交通統計（自転車の交通事故発生状況）」 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

2) 三原市内の交通事故発生状況 

 

図表 三原市の自転車事故発生件数  

 

資料：市区町別の高齢者・子供・自転車・歩行者・飲酒の事故件数一覧(三原市) 

 

 

三原市内の事故件数は年々減少傾向にあります。 

地域別に見ると、三原地域で事故が多発しており、特に国道 185 号付近での

事故が多くなっています。 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

図表 自転車関連事故発生箇所(全市)  

 

 

図表 自転車関連事故発生箇所(三原地域拡大図)  

 

資料：警視庁(交通事故統計情報のオープンデータ、2019-2022) 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

(2) 自転車運転者の法令違反状況 

 

図表 自転車乗用中死傷者の法令違反の状況（広島県）  

 

資料：広島県警察「広島の交通統計」（平成 25（2013）年版～30（2018）年版） 

 

 

図表 自転車乗用中死傷者の法令違反の状況（全国）  

 
資料：警察庁「平成 30 年中の交通事故の発生状況」 

 

 

 

自転車側に法令違反のある事故は減少傾向ですが、広島県において自転車関

連事故に占める法令違反のある自転車の割合は増加しています。 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

(3) 交通ルール・マナー 

 

図表 自転車の通行ルール認知状況(広島県) 

 

資料：「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30（2018）年 12 月） 

 

 

図表 守れている自転車の主な交通ルール (三原市) 

 

資料：自転車の利用に関するアンケート(三原市) (R6) 

 

県民の自転車の通行ルールの認知度について、「自転車は車道では左端を通行

しなければならない」「自転車は車道通行が原則であり、歩道通行は例外であ

る」の認知度は約 80％と高い一方で、その他のルールについての認知度はそ

れほど高いとは言えない状況にあります。 

市民アンケートによると、自転車の主な交通ルールについて、「二人乗りの禁

止」や「夜間のライト点灯」を守っている回答者が多い一方、「ヘルメット着用努

力義務化」、「車道通行が原則（歩道は特定の要件を満たしている場合のみ）」を

守っている回答者が少なくなっています。 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

(4) 自転車の通行位置の状況 

 

図表 自転車利用時の通行位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：自転車の利用に関するアンケート(三原市) (R6) 

 

 

市民アンケートによると、回答者の 79%が歩道を通行し、21%が車道を通行

しております。 

車道を通行する主な理由として、「自転車は車両なので車道を走るべき」、「歩

道の幅員が十分でない」などの回答が多くなっています。 

歩道を通行する主な理由として、「車道よりも歩道の方が安全」、「車道の幅員が

十分でない」などの回答が多くなっています。 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

 

図表 自転車で車道を通行する理由 

 

資料：自転車の利用に関するアンケート(三原市) (R6) 

 

 

図表 自転車で歩道を通行する理由 

 

資料：自転車の利用に関するアンケート(三原市) (R6) 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

(5) 自転車保険加入状況 

図表 自転車損害賠償責任保険の加入状況（三原市） 

 

 

 

 

 

 

資料：自転車の利用に関するアンケート(三原市) (R6) 

 

図表 自転車保険に加入していない理由（広島県） 

 

資料：「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30（2018）年 12 月） 

 

市民アンケートによると、回答者のうち半数近くが自転車損害賠償責任保険等

に加入していません。 

県民アンケートによると、自転車保険に加入しない理由として、費用負担を理由

とする回答者が最も多くなっています。 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

(6) 自転車安全講習義務化の認知度 

 

図表 自転車安全講習義務化の認知度(広島県) 

 

資料：「県民の自転車利用状況に関するアンケート調査」（平成 30（2018）年 12 月） 

 

 

 

県民の自転車安全講習義務化の認知度について、「聞いたことがあり、改正点

も知っている」、「聞いたことがあり、改正点も概ね知っている」の合計が約

35％となっており、低い状況にあると言える。また、「聞いたことがない」と回

答した人は約 27％となっています。 
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第Ⅲ章 自転車を取り巻く現状と課題 

4－2 課題 

三原市の自転車関連交通事故については年々減少傾向にありますが、ここ数年は下げ止ま

りの傾向が続いています。また、広島県内において、20 歳以下の若年層が被害にあう自転車

関連事故が全体の約半分を占めている中、本市では高校と中学校で自転車通学が認められて

おり、通学路における自転車の安全対策は特に重要な課題です。 

自転車は、日常生活で様々な人が利用しており、近年はスポーツバイクも普及しています。ヘ

ルメットの着用が努力義務となり、広島県の条例にて自転車保険の加入義務化も始まりました

が、マナー違反やルールが遵守できていない利用者も見受けられ、重大な自転車事故の発生

につながる恐れがあります。 

また、広島県のアンケートによると、自転車は原則車道通行というルールは約 8 割が認識し

ていますが、三原市のアンケートでは「車道よりも歩道のほうが安全」との理由から、利用者の

約８割が、主に歩道を走行しています。 

今後は、自転車通行空間の整備や通学路における交通安全対策を進めるとともに、ここ数

年で何度も改正された自転車を取り巻く交通ルールの周知、マナー向上に向けた講習会をあ

らゆる世代・対象に向けて実施し、ハード・ソフトの両輪で、自転車の安全性向上に向けた取り

組みを進めていく必要があります。 
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第Ⅳ章 計画の目標と体系 

 

  

１ 基本理念及び目指す姿 

  基本理念 

 

安全で快適な自転車利用環境の創出による、 

環境にやさしく健康で魅力的な地域づくり 

 

自転車は、環境にやさしく、サイクリングを通じた健康づくりや余暇の充実など、

身近で人々の行動を気軽に広げる重要なモビリティであり、買物や通勤、通学など

幅広い用途で利用されています。 

本市においては、自転車の活用による環境負荷の低減、市民の健康増進、サイク

ルツーリズムの推進、自転車事故の発生防止などの課題に対応しつつ、自転車の利

用を推進することで、公共の福祉の増進に資することが求められています。 

このような背景から、本市では、「安全で快適な自転車利用環境の創出による、環

境にやさしく健康で魅力的な地域づくり」を基本理念とし、自転車の特性を活かし、

交通手段としてだけではなく、まちづくり、スポーツ・健康、観光、安全・安心など

様々な視点で自転車活用の取組を推進していくこととします。 

 

 

 

  

第Ⅳ章 基本目標 
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第Ⅳ章 計画の目標と体系 

 目指す姿 

上述の基本理念、本市の現状と課題を踏まえ、本市の目指す姿を以下のように

設定します。 

 

■ 自転車ネットワークの形成や自転車通行空間の整備、公共交通との連携などを進

めることで、自転車を快適に利用できる空間を創出し、環境にやさしいまちが形

成されています。 

 

■ 自転車という身近な移動手段を、運動として楽しむことができる環境を整備する

ことで、市民の健康な生活を促進し、活力のある長寿社会の形成が進展していま

す。 

 

■ ハード・ソフトの両輪でサイクリング受入環境の整備を促進し、何度でも訪れたく

なるサイクリングエリアを創出することで、魅力的な地域の形成が進展していま

す。 

 

■ 自転車の移動経路における交通安全対策や、自転車を取り巻く交通ルールの周

知、安全教育の推進により、事故がない安全・安心に暮らすことができるまちが

形成されています。 
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第Ⅳ章 計画の目標と体系 

2 目標の設定 

1-2 で述べた目指す姿を実現するため、以下に示す 4 つの目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⾃転⾞ネットワークの形成や⾃転⾞通⾏空間の整備、公共交通との連携などを進めることで、⾃転

⾞を快適に利⽤できる環境を創出し、環境にやさしいまちが形成されています。 

⾃転⾞という⾝近な移動⼿段を、運動として楽しむことができる環境を整備することで、市⺠の健

康な⽣活を促進し、活⼒のある⻑寿社会の形成が進展しています。 

ハード・ソフトの両輪でサイクリング受⼊環境の整備を促進し、何度でも訪れたくなるサイクリン

グエリアを創出することで、魅⼒的な地域の形成が進展しています。 

⾃転⾞の移動経路における交通安全対策や、⾃転⾞を取り巻く交通ルールの周知、安全教育の推進

により、事故がない安全・安心に暮らすことができるまちが形成されています。 

目指す姿 

安全で快適な⾃転⾞利⽤環境の創出による、 

環境にやさしく健康で魅⼒的な地域づくり 

⾃転⾞を快適に利⽤できる、 

環境にやさしいまちづくり 
基本目標Ⅰ 
まちづくり 

サイクルスポーツを通じた健康で活⼒ある 

⻑寿社会づくり 

サイクルツーリズムの推進による 

魅⼒的な地域づくり 

⾃転⾞事故のない安全・安心なまちづくり 

基本目標Ⅱ 
スポーツ・健康 

基本目標Ⅲ 
観光 

基本目標Ⅳ 
安全・安心 

基本理念 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

1 取組一覧 

第Ⅳ章で設定した目標を達成するため、本市が実施する取組を次の通り設定します。 

1－1 取組一覧 

目 標 実施施策 本市の取り組み 

基本目標Ⅰ： 

まちづくり 

自転車通行空間の 

計画的な整備推進 
①自転車通行空間の整備 

自転車の利用による 

環境負荷の低減 

①自転車利用による環境負荷低減の広報・啓発 

②自転車通勤の推進 

③レンタサイクルの活用 

違法駐輪取締りの推進 ①三原駅周辺の自転車の放置防止 

地域のニーズに応じた 

駐輪場の管理 
①ニーズに対応した駐輪場の管理・修繕 

まちづくりと連携した 

総合的な取組の実施 

①公共交通との連携 

②生活道路の安全対策 

基本目標Ⅱ： 

スポーツ・健康 
サイクルスポーツ振興の推進 

①自転車関連イベントの開催支援 

②サイクリングルートの設定・情報発信 

健康づくり啓発 
①自転車利用による健康増進啓発 

②自転車通勤の推進              再掲：【基本目標Ⅰ】 

基本目標Ⅲ： 

観光 サイクリングルートの 

整備・活用 

①サイクリングルートの整備水準の向上 

②サイクリングルートの設定・情報発信     再掲：【基本目標Ⅱ】 

③自転車関連イベントの開催支援       再掲：【基本目標Ⅱ】 

④広域的な連携による地域振興 

受け入れ体制の充実 
①サイクリストの受入環境整備 

②観光案内の多言語対応 

基本目標Ⅳ： 

安全・安心 

自転車の安全利用の促進 

①交通安全意識向上を図る広報・啓発 

②交通安全教室の推進 

③ヘルメット着用の広報啓発 

④自転車通行空間の整備に合わせた通行ルールの広報啓発 

⑤交通違反自転車への指導取締りの推進 

自転車の点検整備の促進 ①安全な自転車の点検整備を促進するための広報・啓発 

通学路の安全性向上 ➀通学路周辺の安全点検 

自転車通行空間の 

計画的な整備推進 
①自転車通行空間の整備           再掲：【基本目標Ⅰ】 

自転車損害賠償保険等への 

加入促進 
①自転車損害賠償保険等への加入促進・情報提供の実施 

 

第Ⅴ章 実施する取組 
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第Ⅴ章 実施する取組 

基本目標Ⅰ：自転車を快適に利用できる、        

環境にやさしいまちづくり 

2-1 自転車通行空間の計画的な整備推進 

取組 ①自転車通行空間の整備 

取組内容 

自転車ネットワーク計画に基づき、空間の連続性に配慮しつつ、関係機関と

連携し、自転車通行空間の整備を推進します。 

整備にあたっては、関係者の意見を踏まえ、路肩や交差点等の自転車通行空

間の安全性・快適性の改善を検討します。 

取組 

イメージ 

 

 

自転車通行空間整備イメージ 

(資料：国土交通省) 

自転車ネットワーク計画図 

(三原市) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

2-2 自転車の利用による環境負荷の低減 

取組 ①自転車利用による環境負荷低減の広報・啓発 

取組内容 
環境負荷の少ない交通手段として、自転車の活用推進を図るため、自転車利

用が環境に与える良い影響について広報啓発を実施します。 

取組 

イメージ 

 

資料：温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ」 

   国土交通省「自動車輸送統計」「航空輸送統計」「鉄道輸送統計」より 

   国土交通省環境対策課作成 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

取組 ②自転車通勤の推進 

取組内容 
都市交通の円滑化や健康増進などを目的とした、自転車通勤等を拡大するた

めの広報啓発を実施します。 

取組 

イメージ 

・市役所職員に対し、自転車通勤の推進 

・公用自転車の利用を推進 

・自転車通勤のメリットについて、広報啓発を実施 

 

 

自転車通勤のメリットについての 

広報・啓発のイメージ (資料：国土交通省) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

取組 ③レンタサイクルの活用 

取組内容 

「第 2 期三原市中心市街地活性化基本計画」で示されている中心市街地の整

備ビジョンを踏まえ、レンタサイクルと公共交通機関の利便性を向上させる

ため、まちなかの移動容易性を確保する仕組みづくりを推進します。 

取組 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

さぎしまレンタサイクル 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

2-3 違法駐輪取締りの推進 

取組 ①三原駅周辺の自転車の放置防止 

取組内容 

「三原市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、三原駅周辺における自

転車等の放置防止に関する啓発活動や撤去を実施することで、まちの良好な

環境の形成を図ります。 

取組 

イメージ 

 

  

放置自転車禁止区域(三原市役所 HP) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

2-4 地域のニーズに応じた駐輪場の管理 

取組 ①ニーズに対応した駐輪場の管理・修繕 

取組内容 

駐車場を適切に管理・運営することにより、自転車等の円滑な駐輪を促進し、

JR 駅等の周辺環境の安全確保や景観の保持を図ります。 

また、「第２期三原市中心市街地活性化基本計画」に基づき、三原駅自転車駐

輪場修繕事業を実施します。 

取組 

イメージ 

 

 

   

市営駐輪場および収容台数一覧(三原市) 

三原駅前駐輪場位置図 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

2-5 まちづくりと連携した総合的な取組の実施 

取組 ①公共交通との連携 

取組内容 

公共交通事業者と連携し、鉄道駅や港付近への駐輪スペースを確保すること

で、公共交通機関と自転車との乗り継ぎの利便性を向上させ、マイカーからの

転換を図ります。 

取組 

イメージ 

 

 

 

三原市の主な地域公共交通 

(資料：三原市地域公共交通網形成計画) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

取組 ②生活道路の安全対策 

取組内容 
幅員が狭く自動車通行量の多い生活道路については、歩行者、自転車の安全

性向上を図るため、ハンプ、狭さく等の物理的デバイスの設置を検討します。 

取組 

イメージ 

 

 

ハンプ 

出典：国土交通省 

狭さく 
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第Ⅴ章 実施する取組 

3 基本目標Ⅱ：サイクルスポーツを通じた       

健康で活力ある長寿社会づくり 

 

3-1 サイクルスポーツ振興の推進 

取組 ①自転車関連イベントの開催支援 

取組内容 
自転車関連イベントの開催を支援することで、イベントを通じた地域振興お

よび活力向上を図ります。 

取組 

イメージ 

 

 

  

フルーツライドみはら 

(資料：フルーツライド 

みはら公式 HP) 

ファンライドみはら 

(資料：三原市役所 HP) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

 

取組 ②サイクリングルートの設定・情報発信 

取組内容 
市が推奨するサイクリングルートを設定します。 

サイクリングルートの情報発信を行い、知名度向上を図ります。 

取組 

イメージ 

 

 

  

くいのまちサイクリングマップ 

(資料：三原市 HP) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

3-2 健康づくり啓発 

取組 ①自転車利用による健康増進啓発 

取組内容 自転車の心身に対する健康効果に注目し、サイクリングによる健康づくりをキ

ーワードとした広報活動を実施します。 

取組 
イメージ 

 
 

 

  

自転車利用による健康増進啓発のイメージ  
（資料：㈱シマノ（Health Data File 導入編・メタボ編）） 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

 

取組 ②自転車通勤の推進 【再掲】 

取組内容 
都市交通の円滑化や健康増進などを目的とした、自転車通勤等を拡大するた

め広報啓発を実施します。 

取組 

イメージ 

・市役所職員に対し、自転車通勤の推進 

・公用自転車の利用を推進 

・自転車通勤のメリットについて、広報啓発を実施 

 

 

 

 

自転車通勤のメリットについての 

広報・啓発のイメージ (資料：国土交通省) 



－72－ 

 

 

第Ⅴ章 実施する取組 

4 基本目標Ⅲ：サイクルツーリズムの推進による    

魅力的な地域づくり 

4-1 サイクリングルートの整備・活用 

取組 ①サイクリングルートの整備水準の向上 

取組内容 市内のサイクリングルートについて、舗装の改良、路面標示の整備を実施し、快

適性の向上を図ります。 

取組 
イメージ 

 
 

  

舗装の改良 (左：改良前 右改良後)  

(尾道市因島) 

路面標示の整備イメージ 

(資料：広島県) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

 

取組 ②サイクリングルートの設定・情報発信 【再掲】 

取組内容 
市が推奨するサイクリングルートを設定します。 

サイクリングルートの情報発信を行い、知名度向上を図ります。 

取組 

イメージ 

 

 

  

くいのまちサイクリングマップ 

(資料：三原市 HP) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

 

取組 ③自転車関連イベントの開催支援 【再掲】 

取組内容 
自転車関連イベントの開催を支援することで、イベントを通じた地域振興お

よび活力向上を図ります。 

取組 

イメージ 

 

 

  

フルーツライドみはら 

(資料：フルーツライド 

みはら公式 HP) 

ファンライドみはら 

(資料：三原市役所 HP) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

 

取組 ④広域的な連携による地域振興 

取組内容 
「SetouchiVélo 協議会」構成団体間で連携し、瀬戸内地域及びその周辺地

域を、世界にも認められる「サイクリングの推進エリア」に育て、ブランド価値の

向上を図る取り組みを推進します。 

取組 
イメージ 

 

 

  

108 のサイクリングコースが紹介されている 

パンフレット 

SETOUCHI CYCLING BOOK 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

4-2 受け入れ体制の充実 

取組 ①サイクリストの受入環境整備 

取組内容 
安全で快適なサイクルツーリズムの推進を図るため、サイクリストの受入環境

整備を推進します。 

取組 

イメージ 

 

 

  

サイクリングの受入環境整備イメージ 

(資料：ナショナルサイクルルート制度、国土交通省) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

 

取組 ②観光案内の多言語対応 

取組内容 
インバウンド需要の取り込みを図るため、ルート案内やサイクリングマップなど

の多言語化を進めることで、外国人の受入環境整備を推進します。 

取組 

イメージ 

 

 

 

しまなみ海道サイクリングマップ 

(左：韓国語 右：中国語(簡体字)) 

(資料：今治市 HP) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

5 基本目標Ⅳ：自転車事故のない安全・安心なまちづくり 

5-1 自転車の安全利用の促進 

取組 ①交通安全意識向上を図る広報・啓発 

取組内容 自転車の安全利用について、市民の交通安全意識の向上を図るため、全国

交通安全運動等の機会を活用して、広報啓発を推進します。 

取組 
イメージ 

・自転車安全利用五則の周知を実施 

 

  

【自転車安全利用五則】 

 １．車道が原則、左側を通行 

   歩道は例外、歩行者を優先 

 ２．交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

 ３．夜間はライトを点灯 

 ４．飲酒運転は禁止 

 ５．ヘルメットを着用 

左:自転車安全利用五則のポスター・チラシ（広島県警察） 

右:春の全国交通安全運動のポスター・チラシ（内閣府） 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

 

取組 ②交通安全教室の推進 

取組内容 
未就学児及び児童生徒の発達段階に応じた効果的な交通安全教育や、保護者

への自転車の安全利用に関する意識向上を図ります。 

また、改めて交通ルールを学ぶことが少ない、成人や高齢者向けにも安全教室

の推進を検討します。 

取組 
イメージ 

 
 

 

  

自転車交通安全教室(呉市) 
(資料：(公財)広島県交通管理技術協会) 

自転車チームによる 

交通安全教室（三原市立第五中学校） 

(資料：三原市、ヴィクトワール広島) 

ドライブシミュレーターを活用した 

高齢者自転車安全教育指導の様子 

(資料：広島県) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

 

取組 ③ヘルメット着用の広報啓発 

取組内容 交通事故の被害を軽減するため、関係機関・団体と連携の上、交通安全教育や

広報啓発等によって、自転車利用時におけるヘルメット着用を推進します。 

取組 
イメージ 

 

 

  

ヘルメット着用の啓発チラシ 

(資料：広島県警察) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

 

取組 ④自転車通行空間の整備に合わせた通行ルールの広報啓発 

取組内容 
自転車通行空間の整備に合わせ、整備形態に応じた自転車の通行ルール等

について、市民への広報啓発を実施します。 

取組 

イメージ 

 

 

  

道路管理者による啓発活動（東京都世⽥⾕区）  

(資料︓国⼟交通省) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

 

取組 ⑤交通違反自転車への指導取締りの推進 

取組内容 

警察と連携し、信号無視、通行区分違反（右側通行、歩道通行等）、一時不停

止、ながらスマホ、酒気帯び運転等、歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑

性の高い違反に対する指導警告や検挙措置を講じます。 

また、一定の違反行為を反復して行った自転車運転者を対象とし、自転車運転

者講習制度の着実な運用を図ります。 

取組 

イメージ 

 

 

  

道路交通法改正リーフレット 

(資料：警視庁ＨＰ) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

5-2 自転車の点検整備の促進 

取組 ①安全な自転車の点検整備を促進するための広報・啓発 

取組内容 
安全に自転車を利用するために、ポスター・チラシ・ホームページ等で定期的な

自転車の点検整備を促す広報啓発を実施します。 

取組 

イメージ 

 

 

  

自転車点検整備啓発のイメージ 

(資料：(公財)日本交通管理技術協会) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

5-3 通学路の安全性向上 

取組 ①通学路周辺の安全点検 

取組内容 

教育委員会、学校、ＰＴＡ、警察、道路管理者等で構成された「三原市通学路

安全推進チーム」が策定した「三原市交通安全プログラム」に基づき、自転車

の視点も踏まえた通学路の安全点検を実施します。 
また、安全点検の実施結果を踏まえて、交通安全の確保に必要な対策を実施

します。 

取組 
イメージ 

 

 

  

通学路対策箇所図 

(資料：三原市通学路交通安全プログラム) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

5-4 自転車通行空間の計画的な整備推進 

取組 ①自転車通行空間の整備 【再掲】 

取組内容 

自転車ネットワーク計画に基づき、空間の連続性に配慮しつつ、関係機関と

連携し、自転車通行空間の整備を推進します。 

整備にあたっては、関係者の意見を踏まえ、路肩や交差点等の自転車通行空

間の安全性・快適性の改善を検討します。 

取組 

イメージ 

 

 

  

自転車ネットワーク計画図 

(三原市) 

自転車通行空間整備イメージ 

(資料：国土交通省) 
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第Ⅴ章 実施する取組 

 

5-5 自転車損害賠償保険等への加入促進 

取組 ①自転車損害賠償保険等への加入促進・情報提供の実施 

取組内容 
市民に対して自転車損害賠償保険等への加入の必要性に関する情報提供を実

施します。 
自転車小売事業者等に対し、自転車購入者に自転車損害賠償保険等の加入状

況を確認し、加入の必要性等について説明するよう働きかけを行います。 

取組 
イメージ 

 

自転車損害賠償保険等の加入状況チェックシート 

(資料：広島県ＨＰ) 
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第Ⅵ章 自転車ネットワーク計画 

 

 

 

 目的 

基本目標及び施策のうち、「自転車通行空間の計画的な整備推進」に取り組むに

あたって、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（令和 6 年 6 月、国土

交通省道路局、警察庁交通局）（以下「ガイドライン」といいます。）に基づくとともに、

三原市長期総合計画や三原市都市計画マスタープラン等の関連計画との整合を図

り、本市の現状を踏まえた自転車ネットワーク計画を策定します。 

 

 

 

  

※⾃転⾞ネットワーク計画とは 
安全で快適な⾃転⾞通⾏空間の効果的、効率的な整備を目的に、

⾯的なネットワークを構成する路線を選定し、その路線の整備形態
を示した計画です。 

第Ⅵ章 自転車ネットワーク計画 
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第Ⅵ章 自転車ネットワーク計画 

2 自転車ネットワーク計画 

２-１ エリアの設定 
 

 

自転車ネットワーク対象エリア 

 

 

  

本計画は、三原市全域を対象とします。 

整備効果を早期に発現することを目的として、現状と課題などを踏まえ、優先整

備路線選定エリアを指定します。本計画では、三原市街地地域を優先整備路線選

定エリアとして設定します 

段階的に整備を検討 

 
優先整備路線選定エリア 
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第Ⅵ章 自転車ネットワーク計画 

２-2 路線選定の考え方 

ガイドラインでは、技術検討項目として次の①～⑤のような路線を適宜組み合わ

せて選定することとなっており、各項目に対する三原市における考慮事項は下記

の通りです。 

ガイドラインにおける検討項目 対象とする路線の考え方 

①：地域内における自転車利用の主要路線と

しての役割を担う、公共交通施設、学校、地域

の核となる商業施設やスポーツ関連施設など

大規模集客施設、観光拠点、主な居住地区等

を結ぶ路線 

・公共交通施設、高校、観光拠点、利用者の多

い商業施設等を結ぶ路線を抽出 
・居住地区は対象エリア全体に分布しており位

置の特定はしない 

②：通学路、病院や福祉施設の周辺など自転

車と歩行者の錯綜や、 
自転車関連事故が多い路線の安全性向上の

ため、自転車通行空間を確保する路線 

・病院の出入り口の接道を抽出 
・自転車関連交通事故発生多発箇所を抽出 

③：自転車通学路の対象路線 ・通学で自転車利用が見込まれる、学校指定

の通学路を抽出 

④：地域の課題やニーズに応じて自転車の利

用を促進する路線 

・自転車を活用した観光振興を推進するため、

三原市内を通過するサイクリングルートやサイ

クルイベントで採用されているコースを抽出 
・アンケート結果に基づき、住民の自転車通行

空間整備要望が多い路線を抽出 

⑤：自転車ネットワークの連続性の確保や自転

車の活用を一層推進するために必要な路線 
・その他自転車ネットワークの連続性を確保す

るための路線を抽出 
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第Ⅵ章 自転車ネットワーク計画 

 

▼ネットワーク候補路線(全体イメージ) 

 
 

本計画では、優先整備路線選定エリアの中から、交通状況等を勘案し、10 年間で計画的に整備

する路線を検討していきます。 

  

優先整備路線選定エリア 
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第Ⅵ章 自転車ネットワーク計画 

２-3 整備形態の選定 

    選定した路線を対象に、ガイドラインや本市の道路状況等を踏まえ、整備形態を選定しま

す。なお、整備形態については、利用状況の変化や、実施時の詳細調査により決定します。 

 

(1) ガイドラインにおける整備形態の選定 

ガイドラインでは自転車は「車両」であるという大原則に基づき、歩行者、自転車の安全

性、快適性の向上の観点から、路線毎に交通状況や道路状況等を踏まえ、「自転車道」、

「自転車専用通行帯」、「自転車と自動車が車道で混在（以下「車道混在」）」の整備形態の

いずれかを選定するものとしています。 

 

▼基本的な整備形態(イメージ) 

 

資料：「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 

  



－92－ 

 

 

第Ⅵ章 自転車ネットワーク計画 

▼交通状況を踏まえた整備形態の考え方 

 

資料：「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 

▼矢羽根型路面表示の標準仕様 

 
資料：「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 

▼矢羽根型路面表示の標準仕様 

 
資料：「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」 
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第Ⅵ章 自転車ネットワーク計画 

 

（2）本市における整備形態の考え方 

歩行者、自転車の安全性、快適性向上のためには、ガイドラインに沿って自転車と自動車を

分離した構造とすることが望ましいですが、道路空間を新たに確保するには多額の費用と長

い期間が必要となります。したがって、本計画においては、自転車ネットワークの整備効果を

早期に発現することができるよう、既存の道路空間内で可能な整備形態を選定します。 

今後、対象路線の改良事業が実施される際には、ネットワークの連続性等を考慮し、整備形

態を検討することとします。 

 

▼本市における整備形態の選定フロー 

 

 

なお、自転車ネットワーク路線において、道路空間の再配分等を行ってもなお、本来選

定した整備形態での整備が困難で、かつ自転車利用者の安全性の向上が急務である場合、

「車道通行を基本とした暫定形態を選定し、車道上への自転車通行空間整備を行ったの

ち、整備優先度に応じて計画的に完成形態に見直すものとする。」と示されています。 
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第Ⅵ章 自転車ネットワーク計画 

２-４ 本市における整備優先度の設定 

自転車ネットワークの整備効果を早期に発現させるため、安全性・快適性の向上や本計画

の目標達成の観点から、路線の重要性や面的ネットワークの構築性を考慮し、候補路線につ

いて、整備優先度を設定します。設定にあたっては、以下の観点から総合的に検討いたしまし

た。 

➀：基本目標(まちづくり・健康・観光・安全)の達成に大きく寄与する路線 

➁：居住地域において、面的なネットワークを構築(補間)する路線 

➂：市民の要望が多い路線 

 

▼本市における優先度・選定する路線 

優先度・選定する路線 選定理由 

A 

●三原駅及び三原港から須波

港を結ぶ路線 

●三原三中・三原高校の通学

路となっている路線 

●佐木島内の路線 

●さざなみ海道や三原駅～須波港道路の整備水準の向上により、

安全性向上や、須波港を起点とした、佐木島やしまなみ海道と連携

した広域的な観光振興にも寄与する。 

●三原三中・三原高校付近の道路は自転車交通が多く、整備要望も

多い。整備により、通学路の安全性向上が期待できる。 

B 

●三原市街地(宮浦・西野・明

神・宗郷)の環状ネットワーク

を構築する路線 

●人口の多い宮浦地域で、面的なネットワークが構築される。 

●自転車事故も散見されており、整備により自転車事故の減少が

期待できる。 

C 
●三原駅東部の環状ネットワ

ークを構築する路線 

●駅東部において、面的なネットワークが構築される。 

●三原駅周辺の快適性向上に伴い、駅周辺の回遊性が向上し、観光

振興も期待できる。 

●自転車事故も散見されており、整備により自転車事故の減少が

期待できる。 
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第Ⅵ章 自転車ネットワーク計画 

 

▼本市における優先整備度のイメージ 

 

  

A 

B 

C 

A 

三原駅 

三原港 
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第Ⅵ章 自転車ネットワーク計画 

２-５ 優先整備路線の選定 

前段で設定した検討項目に基づき、本市における計画の対象路線を示します。 

※各路線の具体的な整備時期及び形態は、今後、道路管理者や交通管理者等関

係者で協議の上決定します。 

 

(1) 優先整備路線一覧

▼市道                

管理者 路線名 優先度 

市 城町 30 号線 A 

市 港町 1 号線 A 

市 港町 18 号線 A 

市 宮沖 1 号線 A 

市 円一町 1 号線 A 

市 宮沖 35 号線 A 

市 宮沖 13 号線 A 

市 鷺浦町 6 号線 A 

市 鷺浦町 83 号線 A 

市 鷺浦町 85 号線 A 

市 鷺浦町 5 号線（農道） A 

市 宮浦 1 号線 B 

市 宮浦 2 号線 B 

市 新倉 1 号線 B 

市 明神 19 号線 B 

市 宗郷 1 号線 B 

市 城町 1 号線 C 

市 古浜 1 号線 C 

市 東町 1 号線 C 

市 館町 16 号線 C 

市 本町 44 号線 C 

 

▼国道・県道 

管理者 路線名 優先度 

県 国道 185 号 

(三原港～宮沖) 
A 

県 国道 185 号 

(和田～須波港) 
A 

県 佐木島線 A 
県 国道 185 号 

(宮沖～和田) 
B 

県 三原竹原線 

(宮浦～明神) 
B 

県 尾道三原線 

(城町～東高校前) 
C 

県 国道 185 号 

(三原港～古浜) 
C 

県 三原東城線 

(港町～本町) 
C 
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(2) 優先整備路線位置図 

 

 

 

須波港まで 
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第Ⅶ章 計画の進行管理 

 

  

 計画の推進 

本市の「目指す姿」を着実に実現するため、基本目標ごとの目標指標を以下のように

設定します。 

 

指標名 自転車ネットワーク計画に位置付けた市道の整備済延長 

指標の考え方 自転車ネットワーク計画に位置付けた市道の整備済延⻑を指標値とします。 

現況値 0.4km (令和 6 年度) 
目標値 13.1km    (令和 16 年度) 

 

 

指標名 自転車イベントの参加者数 
指標の考え方 市内で開催されているサイクルイベントの参加者数を指標値とします。  
現況値 1,203 人/年 (令和 5 年度) 
目標値 現況値より増加 (令和 16 年度) 

 

 

指標名 市内のサイクリングルートにおける案内表示を整備した数      
指標の考え方 市内のサイクリングルートにおける案内表示を整備した数を指標値とします。 
現況値 1 ルート (令和 6 年度) 
目標値 3 ルート (令和 16 年度) 

 

 

指標名 自転車関連交通事故件数 
指標の考え方 三原市内で発生する自転車関連交通事故件数を指標値とします。 
現況値 14 件  (令和 5 年度) 
目標値 現況値より減少 (令和 16 年度) 

  

 基本目標Ⅰ：自転車を快適に利用できる、環境にやさしいまちづくり  

 基本目標Ⅱ：サイクルスポーツを通じた健康で活力ある長寿社会づくり 

 基本目標Ⅲ：サイクルツーリズムの推進による魅力的な地域づくり 

 基本目標Ⅳ：自転車事故のない安全・安心なまちづくり 

第Ⅶ章 計画の進行管理 
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 計画の進行管理・評価、見直し 

本計画は、PDCAサイクルに基づき、総合的な点検・評価、施策や取組の改善・反

映を行います。 

 

 

図表 PDCA サイクルの内容 

 

 

 

 

 

Plan (計画) Do (実行) 

Check (評価) Act (見直し) 

・ 計画の策定 

・ 計画の見直し 
・ 施策の実施 

・ 施策の評価 ・ 計画の策定 

・ 計画の見直し 


